
 四日市市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年７月４日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第３９号 

   四日市市都市公園条例の一部を改正する条例 

 四日市市都市公園条例（昭和３８年四日市市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 

別表第１（第８条関係） 

名称 位置 

 （略） 

霞ケ浦第２野球場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

霞ケ浦弓道場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

 （略） 
 

 

 

改正前 

別表第１（第８条関係） 

名称 位置 

 （略） 

霞ケ浦第２野球場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

霞ケ浦サッカー場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

霞ケ浦弓道場 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 

 （略） 
 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年７月３０日から施行する。 

（都市整備部市街地整備・公園課） 


